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1
拙著『発明/共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ－一般・実験・共同発明の場合の発

明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－』(平成 24 年、経済産業調査会)。
２

筆者の論文で、まとめたものとして、｢発明・共同発明成立の分析及び発明者・共同発明者認定と寄与

割合算定の手引き｣『知財ぷりずむ』Vol.10 No.113(2012).p.1
３

｢製造方法を記載したクレーム(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)の必要性と合理性による限定

－物体系・物質系の発明の分類及び発明の成立に(一応の)原理からの予測難易性を考える見解に基づく－｣『知財ぷ

りずむ』Vol.11 No.128(2013 年５月).p.1
４

｢製造方法を記載したクレーム(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)における物の同一性の判断－

発明の成立に(一応の)原理からの予測難易性を考える見解に基づく－｣『知財ぷりずむ』Vol.11 No.131(2013 年

８月).p.1
５

｢プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける発明の要旨認定、技術的範囲の解釈について物同一

説及び製法限定説の適用等に関する考察｣『知財ぷりずむ』vol.12 No.134(2013 年 11 月).p.1
６

｢発明成立過程(原理)を考えた進歩性の判断基準｣『知財ぷりずむ』Vol.14 No.162(2016 年 3 月).p.1
７

｢発明の分類、発明の成立過程(原理)を考えた特許発明の均等論を含む技術的範囲、特許侵害訴訟等の

考察－構造的及び手続的視点から｣『知財ぷりずむ』Vol.14 No.167(2016 年８月).p.1
８

①、②に関する英文の著作として、『Recognition of Inventor/Joint Inventors and Product-by-Process

Claims』(2015、LAP LAMBERT Academic Publishing)

筆者は、これまで、物体系の発明と物質系の発明の分類(本見解１)及び発明の成立過程の分析

(本見解２)(以上が、いわば｢私見の体系｣の２つの柱といえる)に基づいて、①発明者/共同発明

者の認定・共同発明者の寄与割合1,2、② PBP(プロダクト・バイ・プロセス)クレーム３～５、③進歩

性６、④特許発明の技術的範囲の解釈７等について、考察を行ってきた８。上記の考察において、

私見では、従来、本見解１の解明が、本見解２の解明に比しやや不十分であった。

そこで、本稿では、物体系・物質系の発明(本見解１)につき、その根拠、特徴、発明を特許化

するにあたり考慮する合理性等について、考察を進め、物体系・物質系の発明の分類の法的意味

について検討をする。そして、この分類を導入して、上記のような特許法上の問題を考える有効

性を検討する。また、物体系・物質系の視点からの技術発展、社会的効用の増進について考える。

本稿はまた、本見解１を中心とした、上記①から④の従来の議論の整理・集成といえる。

１．発明を解明するための私見の体系の概要

私見の体系については、脚注１の拙著に詳しく、脚注２から８の筆者の論文及び著作でも触れ

ているので、ここでは、概要を簡潔に述べる。

(1.1) 発明の意味

発明は、｢自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの｣である(特許法第２条１

項)。上記のうち、自然法則は、自然界の法則で、典型的には物理と化学の原理である。｢自然

法則の利用｣、｢技術的思想｣、｢創作｣は行為であり、したがって発明を生み出すものは行為で

ある。自然法則の利用についてさらにいうと、自然法則(原理)は行為の対象(事実)であり、そ

の利用は行為である。

｢原理｣は、一応のもので足り、範囲は柔軟に解し、かつレベルは極く基本的、例えば、高校

初級または中学上級での物理と化学の基礎程度で足りるであろう(または、基本的に、その程度の

素養に基づいて、必要により学習することにより理解できる程度と考えてよい)。
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物体系の発明と物質系の発明　－発明の表れ方(外観・性質)からの分類の効用－

９
高橋淳『職務発明規定変更及び相当対価算定の法律実務』(2014)では、｢発明の分類方法については、

影山が指摘するとおり、物体系・物質系という基準がより適切である｣とする(同書 p.51)。
10

詳しくは、(3.2)参照

通常鋼

(1.2) 発明の分類(物体系と物質系の発明)(本見解１)

(1) 物体系の発明と物質系の発明

発明について、物体系の発明と物質系の発明に分類しうる。これは、発明の表れ方(いわば

外観、性質)から、分類する視点による。

物体系の発明は、物の形状、物理的な構造、回路等のような組み合わせ(外観)に着目した

ものである。物質系の発明は、利用する物の性質(物性)(物の変化を含む)に着目したもので

ある９。生成物が化合物の場合の他に混合物の場合もある10。

物体系では、その外観などから、原理やモデルを五官で覚知しやすく、また原理も考えや

すいことが多いなどのため、発明の成立段階(後出(1.3)。本見解２)が典型的にあてはまる。

これに対し、物質系では、原理が分からない、または分かり難く、実験によって発明がなさ

れることが多い。

物体系・物質系の分類は、前記発明の定義のうち、技術的思想の創作に基づくものと考え

られる。したがって、物体系と物質系の発明は、それが創作である以上、特徴的な構成要素(発

明の効果への寄与に対して特徴的な事項または特許性ある事項)について考える。このように、

物体系・物質系の発明の分類は、現行特許法で定める発明の定義に合致し、同法の適用に合

致するものである。

表１ 技術分野と原理と物体系・物質系による発明の分類

A.技術分野(用途) B.原理 C.物体系・物質系の分類

建築土木 物理 物体系

機械 物理 物体系

電気 物理 物体系・物質系

化学 化学 物質系

医薬・飲食物 化学 物質系

上記について、特許の要件、前記発明の定義との関係で考えると、Aは産業上の利用可能性(特

許法第 29 条１項)、B は自然法則、C は技術的思想の創作にそれぞれあたる。

(2) 事例

① 例として、次の図のように、簡単な技術のケースで考える。矢印( )方向から加わる力

を支えるために、(ⅰ)従来技術では支えの強度が足りない場合、(ⅱ)支えの材料の強度を高め

る方式と、(ⅲ)力の先方の位置に脚部を設け荷重のかかり方を分散する方式が思いつかれる。

(ⅰ)従来技術 (ⅱ)新物質 (ⅲ)新装置

力

図１ 新物質(物質系)と新装置(物体系)の発明
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